
○写  

                       柏 監 第 ７ ２ 号   

                   平 成 ２ ３ 年 ８ 月 ３ １ 日   

 

 柏 市 長   秋  山  浩  保   様  

 

           柏 市 監 査 委 員   吉  井  忠  夫      

           柏 市 監 査 委 員   髙  田  幸  男      

           柏 市 監 査 委 員   田  中    晋      

           柏 市 監 査 委 員   佐  藤  尚  文      

 

 

   平 成 ２ ２ 年 度 柏 市 健 全 化 判 断 比 率 等 審 査 意 見 書 に つ い て  

 

 地 方 公 共 団 体 の 財 政 の 健 全 化 に 関 す る 法 律 第 ３ 条 第 １ 項 及 び 第  

２ ２ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 審 査 に 付 さ れ た 平 成 ２ ２ 年 度 柏 市 健 全 化

判 断 比 率 及 び 資 金 不 足 比 率 並 び に そ の 算 定 の 基 礎 と な る 事 項 を 記 載

し た 書 類 を 審 査 し た の で ， 次 の と お り 意 見 書 を 提 出 し ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

平 成 ２２ 年 度 

 
 
 

柏市健全化判断比率等審査意見書 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

柏 市 監 査 委 員 
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平 成 ２ ２ 年 度   柏 市 健 全 化 判 断 比 率 審 査 意 見  

 

１  審 査 の 対 象  

  実 質 赤 字 比 率 ， 連 結 実 質 赤 字 比 率 ， 実 質 公 債 費 比 率 及 び 将 来 負  

 担 比 率 並 び に そ の 算 定 の 基 礎 と な る 事 項 を 記 載 し た 書 類  

 

２  審 査 の 期 間  

  平 成 ２ ３ 年 ７ 月 ２ １ 日 か ら 平 成 ２ ３ 年 ８ 月 １ ８ 日 ま で  

 

３  審 査 の 概 要  

  本 件 審 査 は ， 市 長 か ら 提 出 さ れ た 健 全 化 判 断 比 率 及 び そ の 算 定  

 の 基 礎 と な る 事 項 を 記 載 し た 書 類 が 適 正 に 作 成 さ れ て い る か ど う  

 か を 主 眼 と し て 実 施 し た 。  

 

４  審 査 の 結 果  

  審 査 に 付 さ れ た 下 記 の 健 全 化 判 断 比 率 及 び そ の 算 定 の 基 礎 と な  

 る 事 項 を 記 載 し た 書 類 は ， い ず れ も 適 正 に 作 成 さ れ て い る も の と  

 認 め ら れ た 。 ま た ， 健 全 化 判 断 比 率 は ， 早 期 健 全 化 基 準 を 下 回 っ  

 て い た 。  

記  

 

 健 全 化 判 断 比 率 (%) (22 年 度 )  (21 年 度 ) 早期健全化基準(%) 

(1)実 質 赤 字 比 率  －  －  11.25 

(2)連 結 実 質 赤 字 比 率  －  －  16.25 

(3)実 質 公 債 費 比 率   10.6  11.5 25.00 

(4)将 来 負 担 比 率   88.6 110.3 350.00 

 （ 注 ） 「 － 」 は ， 赤 字 で な い こ と を 表 す 。  
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平 成 ２ ２ 年 度   柏 市 資 金 不 足 比 率 審 査 意 見  

 

１  審 査 の 対 象  

  資 金 不 足 比 率 及 び そ の 算 定 の 基 礎 と な る 事 項 を 記 載 し た 書 類  

 

２  審 査 の 期 間  

  平 成 ２ ３ 年 ７ 月 ２ １ 日 か ら 平 成 ２ ３ 年 ８ 月 １ ８ 日 ま で  

 

３  審 査 の 概 要  

  本 件 審 査 は ， 市 長 か ら 提 出 さ れ た 資 金 不 足 比 率 及 び そ の 算 定 の  

 基 礎 と な る 事 項 を 記 載 し た 書 類 が 適 正 に 作 成 さ れ て い る か ど う か  

 を 主 眼 と し て 実 施 し た 。  

 

４  審 査 の 結 果  

  審 査 に 付 さ れ た 下 記 の 資 金 不 足 比 率 及 び そ の 算 定 の 基 礎 と な る  

 事 項 を 記 載 し た 書 類 は ， い ず れ も 適 正 に 作 成 さ れ て い る も の と 認  

 め ら れ た 。 ま た ， い ず れ の 会 計 も 経 営 健 全 化 基 準 を 下 回 っ て い た 。  

記  

（ 注 ） 資 金 不 足 比 率 ( % )欄 の 「 － 」 は ， 資 金 不 足 が 生 じ て い な い こ と を 表 す 。  

 

 

特   別  会  計  名  

 

   資金不足比率（％） 経営健全化

基準（％） 
22 年度 21 年度 

法

適

用

企

業 

 

病 院 事 業 会 計  

     

－  

 

－  

 

20.00 

 

水 道 事 業 会 計  

   

－  

 

－  

 

20.00 

 

法

非

適

用 

 

企 
 

業 

 

下 水 道 事 業 特 別 会 計  

 

 

－  

 

 

－  

 

 

20.00 

公 設 総 合 地 方 卸 売 市 場  

事 業 特 別 会 計  

 

－  

 

 

－  

 

20.00 
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